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はじめに 

 

「三方よし」という言葉がある。これは「売り手よし、買い手よし、世間よし」を意味し、近江商人

の活動理念をあらわす。近江国 (現在の滋賀県) 出身の商人で、江戸から明治にかけ、行商や出店で全国

に進出した彼らは、自身の利益だけでなく、商いを通じて地域社会の発展や福利の増進に貢献するべき

だ、という考えを抱いた。 

現代の商社の源流ともされる近江商人が、CSR につながる「三方よし」という考えに重きを置いてい

たことから、「卸売業」と「CSR」、この両者には親和性があるのではないかと考えるようになった。 

また、卸売業が直面する課題として、中抜き現象や卸売不要論がある。取引上の費用の削減を目的と

するこれらの動きに対して、金銭面以外で存在感を示すことが求められる、とも感じた。 

 

そこで、本論文では、卸売業の生き残り・存在意義確立を CSR という観点から分析し提言を行う。中

でも、本業の利益と社会への貢献との両立を目指せることから、「CSV」と「CSR 調達」というキーワー

ドをもとに論を進めていく。双方とも近年になり提唱されたコンセプトであるため、日本企業の対応は

増加傾向にあるとはいえ、消費者に近い BtoC (business to consumer) 企業の事例が目立つ。また、卸

売業自体も自身の活動がそれに該当しているという意識が薄いように感じる。「卸売業」と「CSV」、お

よび「CSR 調達」のつながりを明らかにすることで、卸売業はもちろん、サプライチェーン全体の倫理

的調達の実現可能性も考察する。 

 

論文の構成は以下のとおりである。第一章の理論編では、まず卸売業の基本的な機能と現状を整理す

る。次に、CSR の考え方や CSV を実現する方法、CSR 調達の特徴、関連する規格などを説明していく。

また第二章の分析編では、各業種で対応が必要な課題を紹介し、関連事例の分析を行う。第三章では、

各事例を CSV を実現するためのアプローチをもとに分類し、その考察から、卸売業と CSR の今後の関

係性を提言したい。 
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1. 理論編 

 

1.1. 卸売業 

1.1.1. 卸売業とは 

卸売業は、メーカー・生産者や輸入業者から大量の商品を仕入れ、小売業・産業需要者に売り渡す業

者間販売を担う。いわゆる BtoB (Business to Business) 企業に分類され、メーカーと小売業の中間に位

置し、商流・決済・物流の効率化、最適化を図る。商品流通段階での数量や品質の調整を行い、人件費・

設備費・物流費などの社会的費用の節減に寄与することが基本的な価値である。 

総務省 (2013) 『日本標準産業分類』によると、卸売業は次の業務を行う事業所を指す (表 1) 。 

 

表 1 卸売業の定義 

1. 小売業又は他の卸売業に商品を販売するもの。 

2. 建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等の産業用使用者に商品を大量又

は多額に販売するもの。 

3. 主として業務用に使用される商品｛事務用機械及び家具、病院、美容院、レストラン、ホテルなど

の設備、産業用機械 (農業用器具を除く) など｝を販売するもの。 

4. 製造業の会社が別の場所に経営している自己製品の卸売事業所 (主として統括的管理的事務を行っ

ている事業所を除く)  

5. 他の事業所のために商品の売買の代理行為を行い、又は仲立人として商品の売買のあっせんをする

もの。 

(出所：総務省 (2013) をもとに筆者作成) 

 

以上の定義を踏まえ、本論文では、総合・専門商社や各種卸売市場も広義の卸売業として扱いたい。 

 

1.1.2. 卸売業の機能 

円滑な商取引を目指す卸売業は、「調達機能」、「販売機能」、「物流・保管機能」、「金融・危険負担機能」、

「情報提供・サポート機能」の 5 つの機能を持つ (表 2) 。各企業はこれらすべての機能、または複数の

機能を組み合せ、事業を営む。 

 

表 2 卸売業の基本的機能 

 調達機能 

(仕入先から商品を確保する機能。売れ筋商品や独自商品の発掘、品揃えの充実を図り、販売先のニ

ーズに沿った商品を調達する。) 

 販売機能 

(仕入先に代わって販路を開拓し、販売先に商品を提供する機能。前述の調達機能とともに、販売先

の需要と仕入先の供給をマッチングして適材適所に商品を納める役割を担っている。) 

 物流・保管機能 

(仕入れた商品を倉庫に一時的に保管・管理し、必要な時に販売先へ配送する機能。多頻度小口配送
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など、販売先のニーズへの柔軟な対応が求められる。) 

 金融・危機負担機能 

(仕入先や販売先の資金繰り支援として、代金の支払いを補う機能。また、商品の売れ残り、焼失や

盗難などによる損害、価格や景気の変動など、商取引上のリスクを仕入先や販売先に代わって負担

する機能。) 

 情報提供・サポート機能 

(仕入先に対しては、売れ筋商品や市場動向など、商品開発や生産調整に役立つ情報を提供し、販売

先に対しては、商品情報を提供するとともに、小売店へ店舗経営をフォローするリテールサポート

などを行う機能。) 

(出所：日本公庫 (2014) をもとに筆者作成) 

 

以上を整理すると、「情報力」が卸売業の大きな強みと言える。商品の流通を中継するだけでなく、サ

プライチェーンの上流、下流の情報を蓄積・分析し続け、それぞれにより精密な仕入れ、供給の提案を

行う。メーカーと小売業の双方から情報を獲得できる立場にあることが、卸売業の存在意義につながる。 

 

1.1.3. 卸売業の現状 

内閣府 (2014) 『2013 年度国民経済計算』によると、卸売業は国内総生産の 8.3％を占め、サービス

業 (19.8%) 、製造業 (18.4%) 、不動産業 (11.7%) に次ぐ重要な産業である。 

しかし近年、卸売業の存在意義は低下気味である。中でも、流通の短絡化や機能拡大による「中抜き

現象」の影響は甚大だ。これは、小売業が卸売から製造までをコントロールする、あるいはメーカーが

直接小売業とつながる等の行動を指す。メーカーから消費者へ、または小売店や量販店へ直に卸す直販

方式や、小売業の大規模化や広域化、自社専用のプライベートブランドの企画提案などが具体例となる。

また、本格的な人口減少や高齢化社会による需要の減少も、対応すべき問題である。 

 

1.2. CSR 

1.2.1. CSR とは 

CSR (Corporate Social Responsibility、企業の社会的責任) とは、収益を上げ配当を維持するだけで

なく、社会や環境と共存し、持続可能な成長を図り、自身の活動の影響について責任を持つ企業行動を

指す。消費者、株主、従業員、地域社会、環境等の企業を取り巻く様々なステークホルダー (利害関係者) 

と信頼を構築することが重視される。 

また、CSR として議論されている概念や文脈は、法令遵守、消費者保護、環境保護、労働、人権尊重、

地域貢献等、多岐に渡る。具体的内容や政府の対応が、各地域の歴史・文化・経済的背景から異なる点

に、企業は注意する必要がある。 

特に、日本の CSR は環境、社会貢献、法令順守が中心である一方、ヨーロッパは広範な社会・人権問

題、アメリカはフィランソロピー (慈善団体等への寄付) と地域社会への利益還元が中心である (藤井、

2005) 。 
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1.3. CSV 

1.3.1. CSV とは 

CSV (Creating Shared Value、共通価値の創造) は、マイケル E. ポーター／マーク R. クラマー 

(2011) 「共通価値の戦略」で提唱された経営フレームワークである。社会のニーズや問題に取り組むこ

とで社会的価値が生まれ、その結果、企業の経済的価値創造、競争力向上につながると主張する。 

ポーターとクラマーは、CSV を実現する方法として、3 つのアプローチを論述している。 

① 製品と市場を見直す 

企業と社会にとっての共通価値を創出するために、自身の製品・サービスで解決できる、または

その可能性がある社会的ニーズや便益、害悪を明らかにすることが、先決すべき課題であると説

いている。そこから、既存市場における差別化とリポジショニングのチャンスや、これまで見逃

していた新市場の可能性を見出すことができる。ここでは、製品の再設計や新流通手段などの抜

本的なイノベーションが必要になる。 

② バリューチェーンの生産性を再定義する 

企画、生産、マーケティング、物流等の付加価値が蓄積されるビジネスプロセスである企業のバ

リューチェーンは、一方では様々な社会問題に影響をおよぼし、他方では経済的コストの発生と

いう形でこれらの影響を被る。そのため、バリューチェーンの生産性を再検討することは、社会

的な課題を解決するとともに、コスト削減等の企業にとっての利益につながるという。具体的な

見直し項目として、「エネルギーの利用とロジスティックス」、「資源の有効活用」、「調達」、「流通」、

「従業員の生産性」、「ロケーション」がある。 

③ 企業が拠点を置く地域を支援する産業クラスターをつくる 

企業の生産性やイノベーションは、サプライヤーや輸送インフラ、教育機関等が地理的に集積し

た地域、すなわちクラスターに大きく影響される。そこで、企業がクラスターを構成する条件の

改善に取り組み、公正かつオープンな市場の実現に尽力すると、バリューチェーンの安定的供給、

高品質・高効率を達成し、当該地の経済発展と社会発展の好循環も生まれると論じている。 

 それぞれが共通価値の好循環を形成し、いずれかのアプローチで価値を向上すれば、そのほかのアプ

ローチにおいても好機が到来するという。 

 

1.3.2. CSR と CSV の違い 

改めて CSR と CSV の違いを整理する。CSR は自らが環境・社会に及ぼす影響への責任をとるという、

いわばリスクマネジメントの意味合が強い。一方、CSV は企業独自の資源や専門性を活用し、社会的課

題の解決へ貢献するという、ビジネスチャンスであると考えられる。そのため、CSR よりも長期的・戦

略的に実施できる。 (表 3)  

 

表 3 CSRと CSVの違い 

CSR CSV 

価値は「善行」 価値はコストと比較した経済的便益と社会的便益 

シチズンシップ、フィランソロピー、持続可能性 企業と地域社会が共同で価値を創出 

任意、あるいは外圧によって 競争に不可欠 



 

5 

 

利益の最大化とは別物 利益の最大化に不可欠 

テーマは、外部の報告書や個人の嗜好によって決ま

る 

テーマは企業ごとに異なり、内発的である 

企業の業績や CSR予算の制限を受ける 企業の予算全体を再編成する 

たとえば、フェア・トレードで購入する たとえば、調達方法を変えることで品質と収穫量を

向上させる 

(出所：ポーター／クラマー (2011) をもとに筆者作成) 

 

1.4. CSR 調達 

1.4.1. CSR 調達とは 

CSR の意識が向上するなか、CSR 調達の導入も増加傾向にある。 

CSR 調達とは、企業が材料や部品、製品の調達を行う際、サプライヤーに対し、法令順守はもちろん、

環境や人権にも配慮した製品の提供を求めることである。 

環境負荷が大きい業種である製造業が、環境負荷の小さい原料から優先的に選択するグリーン調達に

熱心であるのに対し、CSR 調達は一次産品を扱う流通業界や軽工業等でも積極的な取り組みが見られる。

それは、CSR 調達の要求事項に社会的な側面が関係するためだ。CSR 調達の代表的な要求事項は、法令

遵守、人権 (児童労働・強制労働・差別の禁止) 、労働 (結社の自由・団体交渉権の保証、長時間労働の

防止、最低賃金の保証) 、安全衛生、環境などである。 (藤井／海野、2006)  

 

1.4.2. CSR 調達を行わないことによるリスク 

グローバルな企業活動が進み、サプライチェーンは世界中に存在しているといえる。そのため、これ

までは意識されていない様々なステークホルダーに起因するリスクも、CSR 調達には関係してくる。 

CSR 調達に関係するリスクとステークホルダーは、以下の通り分類される (表 4) 。 

 

表 4 リスクとステークホルダー 

リスクの種類 重要なステークホルダー 想定されるリスク 

ブランドリスク NGO、消費者 不買運動 

ネガティブキャンペーン 

IRリスク 株主、投資家 株価下落 

株主行動 

調達リスク サプライヤー サプライヤーの操業停止 

調達品の供給停止 

販売リスク 行政、消費者、顧客企業 商品のコンプライアンス違反 

商品の回収、改修 

ビジネス顧客への納入停止 

ビジネス顧客からの返品 

(出所：藤井／海野 (2006) をもとに筆者作成) 
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1.4.3. CSR 調達と ISO 

CSR 調達に関連する、国際的規格やガイドラインの制定も進行している。 

ISO26000 とは、2010 年、ISO (国際標準化機構) により発行された、社会的責任についての国際規格

である。企業のみならず、ありとあらゆる組織が対象であり、日本においても 2012 年、JIS (日本工業規

格)に認証された。 

ISO26000 には、7 つの原則 (説明責任、透明性、倫理的な行動、ステークホルダーの利害の尊重、法

の支配の尊重、国際行動規範の尊重、人権の尊重) 、および 7 つの中核主題 (組織統治、人権、労働慣行、

環境、公正な事業慣行、消費者課題、コミュニティへの参画) がある。これらをベースに CSR 報告書を

作成したり、企業の取組を複数のステークホルダーがレビューしたりというように活用されている。 

さらに現在、ISO26000 の内容の実践・普及を、サプライチェーン全体を通じ支援するために、ISO20400

の策定作業が進行中である。購買に関係するあらゆるステークホルダー (請負業者、供給業者、購買者、

政府・地方当局等) と共に、持続可能な調達を目指していくことが目的である。サプライチェーン、調達

という分野に、CSR の社会的側面を導入したことが特徴となる。 

規格策定が順調ならば、2017 年に国際規格として発行される予定である。調達活動のスタンダードと

なる可能性もあるため、自社の調達活動がどの程度持続可能なのか、ISO の考え方と照らし合わせ改善

することが、企業活動に伴うリスクの軽減につながる。 

 

1.5. 卸売業と CSR  

国際規格の制定が進み、日本の経済界においても CSR 調達が広がるなか、卸売業の対応は不十分であ

ると言わざるを得ないだろう。株式会社東洋経済新報社 (2015) 「東洋経済『第 11 回 CSR 調査』」によ

ると、CSR 調達を実施していると回答した企業は製造業全体の 52.4%であるのに対し、卸売業は 25.8%

だった。 

CSR 調達の代表的な要求事項、人権や児童労働の問題は、BtoB 企業の卸売業も無関係でない。それを

証明する事例がある。2009 年にアメリカで、マリからコートジボワールに人身売買され、カカオ農園で

労働を強制された子供たちが原告となり、世界最大の食品メーカーであるネスレ社や、穀物メジャー (多

国籍穀物商社) のカーギル社、アーチャー・ダニエル・ミッドランド社の 3 社を提訴した。現在も訴訟は

続いており、サプライチェーンの社会的問題は大きなリスクとなることを示している。 (谷口、2008)  

グローバル化の進展に伴い、サプライチェーンが長く、多様・複雑になり、その源流まで遡ることは

確かに難しい。しかし、だからこそ、商取引の円滑化を目指す卸売業がその「情報力」を活かし、CSR

調達の中心的役割を請負うことに意義があると考える。 

中でも農産物や鉱産物などの一次産品は、サプライチェーンが相対的に短く、比較的容易に源流を特

定できる。そのため、一方では生産国が抱えている社会的な問題の影響を受けやすいが、他方ではその

解決を後押しできる可能性もある。 

卸売業が CSV として CSR 調達に尽力することは、メーカーや小売業を巻き込み、サプライチェーン

の社会問題解決はもちろん、自身の存在意義の確立への挑戦とも言える。 
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2. 分析編 

 

本論文では、一次産品のうち食料、繊維、木材、鉱物を取り扱う卸売業の事例を分析する。中でも、

①卸売業が主導的立場にいる、②現時点で CSV に該当する、または CSV へと発展する可能性のある事

例、の 2 点を重視し、選定した。 

選定した事例を、「CSV を実現するための 3 つのアプローチ」に基づき分類した上で、それぞれが実現

する「経済的価値」と「社会的価値」を整理する。そこから、卸売業界の課題を見極め、CSV としての

CSR 調達を更に推進するための提言を行う。 
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2.1. 事例分析 ― 食料 ― 

2.1.1. トレーサビリティ 

BSE (牛海綿状脳症) 問題、農薬等の残留基準違反、産地や製造年月日の偽装など、食品の安心・安全

が脅かされる事件や問題は少なくない。 

また、食生活の多様化や遺伝子組み換え作物の登場、有機農産物の人気などを背景に、消費者の選択

権というものへの関心も近年は高い。 

以上の状況から、食品分野での「トレーサビリティ」が注目されている。トレーサビリティ 

(Traceability) とは、「trace (追跡) 」と「ability (可能) 」を組合せた造語で、商品の安全性を確保する

ために、該当商品の原料調達、生産、販売、廃棄などの流通過程 (日時、所在、使用法) を記録し、追跡

可能な状態に管理する仕組みを意味する。一般的に、トレーサビリティシステムという IT システムで情

報が管理されており、バーコードや RFID (非接触 IC による個体識別) を各流通過程で読み取り、履歴情

報を蓄積しているのである。 

メーカーや小売業の対応が主流で、卸売業主導のトレーサビリティは極めて少ない。しかし、日本の

農産物流通の 6 割以上は卸売市場が担っているため、流通段階の食品の移動を特定するトレーサビリテ

ィの徹底には、卸売業の対応が不可欠だろう。 

 

2.1.2. ええもん畑【株式会社米子青果】 

そこで、卸売業主導の事例を紹介する。1940 年に設立された鳥取県米子市の地方卸売市場、株式会社

米子青果 (以下、米子青果) のトレーサビリティシステム、「ええもん畑」である。食の安心に対し関心

が高まるなかで、2002 年、輸入野菜の残留農薬問題や、国内の無登録農薬問題が発生。米子青果におい

ても、青果物の売上が減少した。これが契機となり、2004 年、「ええもん畑」は開始された。 

「ええもん畑」で記録する情報は、生産段階での履歴情報と、小売店へ出荷するまでの流通履歴情報

からなっている。 

まず生産段階では、生産者が栽培履歴を管理項目に従い、インターネットを通じサーバーに登録する。

管理項目は、生産者情報 (氏名、産地、作付け品目・面積等) と青果物情報 (品目品種、栽培方法、こだ

わり等) である。 

次に、流通段階である米子青果は、上記の情報を整理し、生産者との話し合いで出荷予定を組む。こ

れは、円滑に小売店へ出荷割当をするため、トレーサビリティシステムの QR コードのラベルを商品に

印刷するためである。そして、小売店と出荷数を決め分荷し、それぞれの小売店の出荷記録を行う。い

つどこで生産された商品が、いつどこをどれだけ通り、今どこにどれだけあるか、という情報が的確に

把握できるため、在庫の減少につながる。 

消費者は、商品ラベルの QR コードを専用の店頭端末のハンディスキャナで読み込む。すると、生産

者の顔が現れ、商品紹介画面 (商品名、品種、生産者、生産地、栽培のこだわり) が表示される。さらに

情報を見たい際には、タッチパネルのボタンを押すと、より詳しい商品情報 (栽培方法、農薬、肥料) や

栽培日誌が見られる。米子青果のホームページにおいても、生産者、商品名、栽培のこだわりが掲載さ

れている。 
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2.1.3. 分析 

当事例は、生産者・小売店との更なる関係の強化、卸売市場の流通量の増加という経済的価値と、食

の安全性の可視化、消費者の選択権の保障、在庫の減少に伴う社会的費用の削減という社会的価値を実

現している。 

CSV を実現するための 3 つのアプローチにおいては、消費者へ食の安心性を伝えるという点で「①製

品と市場を見直す」、商品の追跡により在庫管理の効率化を達成するという点で「②バリューチェーンの

生産性を再定義する」に分類できる。 
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2.2. 事例分析 ― 繊維 ― 

2.2.1. オーガニックコットン 

オーガニックコットンは、農薬や化学肥料などの合成化学物質を 3 年以上使用していない土壌で栽培

された、遺伝子組み換え種子でない綿花であり、かつそれが認証されたものである。 

環境への配慮、安心と安全を求める潮流の中にて、オーガニックコットン市場は確実に拡大している。

オーガニックコットンの普及・啓発を目的とした非営利団体、Textile Exchange の「Organic Cotton 

Market Report 2014 Overview」によると、2014 年の市場価値は約 1 兆 9,000 億円である。2005 年の

約 640 億円から年々増加して、30 倍ほどの規模にまで成長した。また、生産量は 2010 年の約 24 万トン

をピークに 3 年連続で減少していたが、2014 年には増加に転じ、約 11 万 6,000 トンである。 

2011 年の生産量後退においては、複数の理由が挙げられる。まずは、世界最大のオーガニックコット

ン生産国、インドの失速である。リーマンショックから始まる世界的な経済の低迷、市場の低価格化と

農業者の栽培意欲の低減、GMO (遺伝子組み換え) 種子の普及による非 GMO 種の入手の困難化が影響

した。そして、インドに次ぐオーガニックコットン生産大国だったシリアの混乱状況である。内戦下で

認証が出来ず、2011 年からシリアのデータは加算されていない。 

 

2.2.2. プレオーガニックコットンプログラム【伊藤忠商事株式会社】 

1960 年代の「緑の革命 (穀物の多収穫品種の開発、灌漑・肥料・農薬・農業機械などの導入によりも

たらされた、開発途上国においての農業技術革新) 」以来、インドでは遺伝子組み換え種子とそれに適応

する農薬が大量に使用されてきた。その結果、農薬の購入および使用が、経済面や健康面で貧困層が多

い綿花農家の負担となっている。 

上記の状況を、ビジネスを通じ改善することを目指すとともに、オーガニックコットンの生産量増加、

さらなる市場拡大に弾みをつける試みとしての、「プレオーガニックコットンプログラム」がある。これ

は、伊藤忠商事株式会社が株式会社クルックと共同で実施している、インドのコットン農家のオーガニ

ック栽培への移行を支援する事業である。3 年間の移行期間中に、有機農法の指導やオーガニック認証の

取得サポートを行い、その費用を上乗せし購入することを保証。これにより、農家の経済面・健康面の

負担軽減を目的としている (表 5) 。 

 

表 5 コットン農家へのサポート内容 

 移行期間中のコットンにオーガニック栽培支援費を付けて購入 

通常、農薬を使わないことでコットン収穫量は 20〜30%ダウンするが、3年間の移行期間中に収穫さ

れたコットンは通常のコットンと同等の価格でしか販売できないため農家にとって大きな経済的負

担となる。この移行期間の収入減への対策として、収穫時にオーガニック栽培支援費を上乗せして

購入する。 

 有機農法の指導 

インドで農薬が使われ始めて 20年以上が経ち、オーガニック栽培に必要な有機農法のノウハウはほ

とんど伝承されていない。堆肥の作り方や、ハーブを使った自然の殺虫剤の作り方を指導するほか、

遺伝子組み換えをしていない種の提供を行う。 

 オーガニック認証の取得 
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オーガニックコットン／プレオーガニックコットンには、間違いなく農薬を使っていないという第

三者機関の認証が必要となる。この認証を取得できるよう、畑の管理体制を指導し、申請・取得作

業まで一貫してサポートする。 

 収穫時の購入保証 

毎年のプログラム収穫分に対してプレオーガニックコットンプログラムが、現地パートナーのオー

ガニック栽培支援団体ラジ・エコ・ファームと全量の買取り契約を締結。コットン購入代金を収穫

前に支払うことで、ラジ・エコ・ファームが収穫時の全量購入をコットン農家に保証することが可

能になり、農家のオーガニック栽培へのチャレンジを大きく後押ししている。 

(出所：プレオーガニックコットンプログラム®をもとに筆者作成) 

 

2008 年にプログラムを開始し、2013 年末時点で 3,348 世帯の農家が参加、うち 1,479 世帯がオーガ

ニックの認証を取得した。また、アパレルメーカーや自然化粧品メーカーなど 40 社以上の製品に導入さ

れており、綿花の取扱量は 1,500 トンに上る。 

また 2012 年には、商業活動と持続可能な開発を実現できるビジネスモデルとして、国連開発計画 

(United Nations Development Programme、UNDP) の「ビジネス行動要請 (Business Call to Action、

BCtA) 」に参加を許可された。これにより、UNDP と開発課題に取り組む企業間においての認知度も向

上した。 

 

2.2.3. 分析 

当事例は、新市場開拓、企業の国際的な認知度の向上という経済的価値と、現地農家の自立支援、環

境・健康問題の解決という社会的価値を実現している。 

CSV を実現するための 3 つのアプローチにおいては、環境や健康面の安全性に関するニーズを満たす

という点で「①製品と市場を見直す」、有機農法の指導や公正な取引の実施という点で「②バリューチェ

ーンの生産性を再定義する」、「③企業が拠点を置く地域を支援する産業クラスターをつくる」に分類で

きる。
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2.3. 事例分析 ― 木材 ― 

2.3.1. FSC 認証 

1990 年代、地球的規模で、森林破壊・劣化の抑止に対する機運が急速に高まり、適切に管理された森

林からの木材の需要が増加した。この流れを受けて、1993 年、森林管理の認証における国際基準を設定

するため、非営利組織として FSC (Forest Stewardship Council、森林管理協議会) が設立された。林業

関係企業や環境 NGO、先住民団体などが参加。「環境的に適切な森林管理」、「社会的な便益をもたらす

森林管理」、「経済的に継続可能な森林管理」を目標に、違法伐採防止等の活動を推進している。 

FSC の認証制度には、適切な管理がなされている森林を認証するケース (FM 認証) と、加工流通過程

の木材・木材製品を認証するケース (CoC 認証) とがある。 

FM 認証 (Forest Management Certification) は、森林管理に関する 10 の原則 (表 6) と、各原則に

沿った 56 の規律に基づき森林を評価し、認証を授与する。 

 

表 6 FSC原則 

1. 法律の順守 

2. 労働者の権利と労働環境 

3. 先住民族の権利 

4. 地域社会との関係 

5. 森林のもたらす便益 

6. 環境価値とその価値への影響 

7. 管理計画 

8. モニタリングと評価 

9. 高い保護価値 (HCV)  

10. 管理活動の実施 

(出所：FSCジャパンをもとに筆者作成) 

 

CoC 認証 (Chain of Custody Certification) は、FM 認証の森林からの木材・木材製品 (紙製品を含む) 

に、認証されたものを一定割合以上は含み、加工流通過程で違法伐採等から由来する木材・木材製品が

混入していないことを審査・認証する。認証された製品は FSC ロゴマークを表示できる (図 1) 。 

 

 

図 1 FSCロゴマーク  

(出所：FSCジャパン)  

 

国内外を問わず、FM 認証件数および認証面積は増え続けている。2006 年 3 月末、世界の認証件数は
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817 件、認証面積は約 7,400 万ヘクタール、また CoC 認証件数は 4,583 件。日本では、FM 認証 24 件、

認証面積は約 27 万ヘクタール、CoC 認証 298 件だった。一方、2015 年 12 月現在、世界の認証件数は

1,369 件、認証面積は約 1 億 8,700 万ヘクタール、また CoC 認証件数は 29,764 件である。日本では、

FM 認証 34 件、認証面積は約 39 万ヘクタール、CoC 認証 1,066 件となっている。 (FSC 、2015)  

 

2.3.2. 三井物産の森【三井物産】 

三井物産株式会社 (以下、三井物産) は、北海道から九州まで全国 74 か所に合計約 4 万 4,000 ヘクタ

ールの社有林、「三井物産の森」を保有している。これは日本の国土の約 0.1％の面積に相当し、企業が

所有する山林面積では国内第 3 位となる。 

1906 年、旧三井物産が木材部を設置し、北海道で山林の取得・経営に着手したことが「三井物産の森」

のはじまりだ。2004 年からは、三井物産の 100％子会社である三井物産フォレスト株式会社 (以下、三

井物産フォレスト) が「三井物産の森」を保有・管理し、当地で生産された木材の販売も行う。 

「三井物産の森」の目的は、“林業”と“森林の公益的機能の提供”の両立である。公益的機能の具体

例として、国土の保全、水資源の確保、大気の浄化・地球温暖化の防止、生物多様性の保全、文化・教

育の基盤などがある。 

「三井物産の森」は、2009 年、全国 74 か所のすべてで FSC 認証を取得した。1 万ヘクタール以上の

森林を保有する民間企業で、同認証を取得した事例は国内初となる。また、FSC 認証のうち、FM 認証

を三井物産が、CoC 認証を三井物産フォレストが取得したことで、「三井物産の森」で生産された木材は

全て FSC 認証材として販売可能になり、国産認証材の取扱数量も国内最大である (図 2) 。 

 

 

図 2 FSC認証材の製品化の流れ 

 (出所：三井物産)  

 

FSC 認証基準により、森林管理区分の再検討を進め、生物多様性の保全へ更に踏み込む森林管理の実

現を目指しているという。また、森林の保全を地域の文化・伝統の保全につなげる活動にも精力的であ

る。北海道平取町ではアイヌ民族の文化保全・振興活動、京都府嵯峨では「大文字五山送り火」や「鞍

馬の火祭」への協力にも取り組む。 
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2.3.3. 分析 

当事例は、消費者に対しアピール、企業イメージ向上による拡販効果、安定的な供給・流通の実現と

いう経済的価値と、取引履歴の追跡による在庫管理の改善や業務効率化、環境・文化の保全という社会

的価値を実現している。 

CSV を実現するための 3 つのアプローチにおいては、世界的にスタンダードとなりつつある FSC 認証

を、製造から流通まで一貫して扱えるという点で「①製品と市場を見直す」に分類できる。輸送手段や

流通経路を見直し、輸入材と価格差を埋めることで、「②バリューチェーンの生産性を再定義する」を達

成できる可能性もある。
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2.4. 事例分析 ― 鉱物 ― 

2.4.1. 紛争鉱物 

携帯電話やパソコン、自動車などの身近にある様々な製品に鉱物資源は使用されている。そこで近年

問題視されているのが、「紛争鉱物」である。これは紛争地域において産出され、現地の武装勢力の資金

調達につながる鉱物の総称であり、特にコンゴ民主共和国 (the Democratic Republic of Congo、DRC) と

その周辺地域で採掘される、スズ・タンタル・タングステン・金の 4 種の鉱物を指す。その採掘過程で

は武装勢力が関与し多額の資金を獲得しているため、略奪や暴力、児童労働・強制労働の助長要因とな

っている。 

2010 年 7 月、アメリカの「ドッド・フランクウォールストリート改革および消費者保護法 (以下、ド

ッド・フランク法) 」は、紛争鉱物の使用状況の開示に関する第 1502 条が追加され成立した。同条項で

は、米国証券取引委員会が米国上場企業に対し、紛争鉱物の使用および当該紛争鉱物の原産国が DRC ま

たはその近隣諸国か否か開示することを義務づけている。 

また EU でも、2014 年 3 月、欧州委員会が「紛争鉱物規則案」を発表した。当規則案の特徴は、“紛

争鉱物の生産者により近い輸入業者を対象としたこと”、“対象地域を DRC に限定せず、武力紛争の影響

を受けている地域およびそのリスクが高い地域としたこと”、“紛争鉱物利用の報告義務化に代えて、輸

入業者による自主的な自己認証制度を採用していること”の 3 点である (ジェトロ、2014) 。これが実

際に施行された場合、卸売業も報告義務の対象者となる。 

双方の対象の差異を示したものが図 3 である。 

 

 

図 3 EUの紛争鉱物規則案とアメリカのドッド・フランク法の対象者 

(出所：東京海上リスクコンサル (2014) ) 

 

2.4.2. エシカルな鉱物・金属調達【エシカルケータイキャンペーン】 

採掘問題の認知度の向上を目的に、2010 年 7 月、「エシカルケータイキャンペーン」が日本で開始さ

れた。国際青年環境 NGO A SEED JAPAN、国際環境 NGO FoE Japan、アムネスティ・インターナ

ショナル日本などの NGO による「エシカルケータイキャンペーン実行委員会」が運営する取組である。 

当委員会は、2014 年、「エシカルな鉱物・金属調達に関する公開質問状 2014」を実施し、その結果を



 

16 

 

公開した (質問の詳細は付録を参照) 。鉱物・金属のサプライチェーンの各段階の企業、上流の鉱山操業

から下流の製品販売までが対象企業である。 

質問状送付企業 97 社のうち、35％である 34 社が回答。商社・卸売は 5 社 (住友商事株式会社、三井

物産株式会社、伊藤忠商事株式会社、双日株式会社、丸紅株式会社) が回答、3 社 (兼松株式会社、豊田

通商株式会社、三菱商事株式会社) が未回答だった。 

ここからは、紛争鉱物を対象とする回答を中心に、鉱物・金属調達についての卸売業の対応・現状を

見る。 

まず、ドッド・フランク法の紛争鉱物条項の対象企業であるかという質問に対し、「対象企業ではない

が、取引先から調査を受けているもしくは調査を求められている」と全 5 社が回答しており、中間流通

業者も避けては通れない問題であることが改めて分かる。 

回答結果から、鉱物・金属の調達方針と具体的な対応を抜粋したものが表 7 となる。 

 

表 7 調達方針と具体的内容 

鉱物・金属の調達方針 具体的内容 

サプライチェーン 

CSR取組方針 

【三井物産株式会社】 

 全社一律の調達先宛出状 

(営業本部、海外拠点および子会社の全調達先に対し、本方針への理解

と協力を要請する書状を送付。方針の周知を徹底。) 

 サプライヤーアンケートの実施 

(「サプライチェーン CSR取組方針の遵守状況」、「CSR 方針の有無」を

問う調査) 

 サプライヤー実態調査 

(現地を訪問。サプライチェーン CSR取組方針の遵守事項に沿ったチェ

ックリストに基づき、仕入先の責任者と面談・製造現場視察。) 

サプライチェーン 

CSR行動指針 

【伊藤忠商事株式会社】 

 サプライヤーへのサプライチェーン CSR行動指針の通知 

(既存サプライヤーはもちろん、新規サプライヤーと取引を行う場合は

事前の通知が必須。) 

 違反サプライヤーへの対応 

(是正措置を求めるとともに、必要に応じて現地調査を行い指導・改善

支援を実施。是正が困難と判断された場合は、取引を見直す。) 

 サプライヤーCSR実態調査 

(サプライチェーン CSR 行動指針の 10 項目をベースとした「サプライ

ヤーCSRチェックリスト」を用い、ヒアリングあるいはアンケートによ

り調査。) 
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双日グループ  

サプライチェーン 

CSR行動指針 

【双日株式会社】 

 サプライチェーン CSR行動指針の通知、包括的な情報発信の実施。 

 サプライチェーン CSRの実践に向け理解浸透の対象範囲を拡大 

(「新興国からの輸入事業」、「新興国への権益・事業投資」、「小売事業」

を行う営業部署に対し組織単位で研修。事業と CSR との結びつきを解

説する新たな基礎研修を開発・実施。基礎研修を 400 名、従来の体感

型研修を 185名が受講。) 

サプライチェーン 

における CSR基本方針 

【丸紅株式会社】 

 全仕入先に対し、サプライチェーンにおける CSR 基本方針を伝達・共

有。 

 現地訪問調査、アンケート調査。 

 基本方針内の労働基準を満たさない仕入先への対応 

(改善策が進捗しない状況が続く場合、取引の継続可否を検討。) 

 サプライチェーンに関する必要知識を含む e-Learning 研修を実施、

2013年 3月までに約 3,000人が受講。 

(出所：エシカルケータイキャンペーンをもとに筆者作成) 

 

各社が調達方針を策定・通知しており、現地訪問やヒアリング、アンケートによる監査、違反取引先

の見直し、自社内での理解促進研修など、行動につなげる企業も多い。 

企業単独の活動以外においては、業界団体である日本貿易会などの「同業他社と問題を共有する場を

持ち、業界を上げて取組む」、国連グローバル・コンパクトに代表される「国際的なネットワーク等で協

力して取組む」という回答が目立つ。 

 

2.4.3. 分析 

以上の結果から、取引先であるメーカーや小売業の CSR 調達要請や、国際規格へ対応することによる

リスクの削減という経済的価値と、商材の追跡や調達先監査・支援の実施による労働や人権問題の解決

という社会的価値を実現している。 

CSV を実現するための 3 つのアプローチにおいては、いわばトレンドである倫理的な鉱物・金属調達

に応えるという点で「①製品と市場を見直す」、調達の公正性・透明性の向上という点で「②バリューチ

ェーンの生産性を再定義する」に分類できる。紛争鉱物の当該地域ながら、武装勢力と無関係な住民や

企業のため、インフラや教育環境の整備等により、地域の経済発展に助力することで、「③企業が拠点を

置く地域を支援する産業クラスターをつくる」を達成できる可能性もある。
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3. 考察・提言 

 

3.1. 考察 

これまでに分析した事例を、「CSV を実現するための 3 つのアプローチ」に基づき改めて整理したもの

が、表 8 である。 

 

表 8 各事例と CSVの関係性 

取り組み CSVを実現するための 3つのアプローチ 

プレオーガニック 

コットンプログラム 

①製品と市場を見直す 

②バリューチェーンの生産性を再定義する 

③企業が拠点を置く地域を支援する産業クラスターをつくる 

ええもん畑 ①製品と市場を見直す 

②バリューチェーンの生産性を再定義する 

三井物産の森 ①製品と市場を見直す 

(②バリューチェーンの生産性を再定義する) 

エシカルな 

鉱物・金属調達 

①製品と市場を見直す 

②バリューチェーンの生産性を再定義する 

(③企業が拠点を置く地域を支援する産業クラスターをつくる) 

(出所：筆者作成) 

 

「①製品と市場を見直す」はいずれの事例においても達成されていた。むろん、社会や消費者のニー

ズに対応することが、企業活動の基本である。しかし卸売業は特に、世間の関心、取引先の動き等に伴

い、社会課題解決をコンセプトにした製品・サービスを提供しているという印象が強い。これは、サプ

ライチェーンの上流と下流から情報を得る卸売業の特色が反映されているからだろう。 

また、「②バリューチェーンの生産性を再定義する」、「③企業が拠点を置く地域を支援する産業クラス

ターをつくる」に分類されるよう、生産者支援や公正な取引、小売店へ積極的に企画提案を行う等、卸

売業が位置するサプライチェーンの中流はもちろん、上流・下流それぞれに対し、自発的かつ踏み込ん

だ取り組みを行う企業も多い。 

以上のように、CSR 調達、そしてそれを CSV として取り組む卸売業は増加傾向にある。本論文で取り

上げていない企業や事例においても、CSR レポートやホームページで「共通価値」という言葉を使用し

たり、各事例の「経済的価値」と「社会的価値」の把握を目指したりという発展的な動きが見える。 

一方、取引先が CSR 調達を希望しない場合、卸売業の取組は全く無意味になってしまう。これはサプ

ライチェーンの中心に位置するためのジレンマであるとともに、「①製品と市場を見直す」に対し、卸売

業はまだまだ主体性に欠けるということを示している。 

また、そもそも消費者や社会の間で、社会課題や各企業の取り組み、規格・認証などが浸透していな

いという問題も存在する。こういった問題が解消されないかぎり、最終消費者が要求していないことを

理由として、取引先であるメーカー・小売業が CSR 調達の実施に乗り出すメリットはないと判断してし

まう。これは世界的な潮流と相反するものであり、サプライチェーン全体の甚大な損失につながる可能
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性もある。 

 

 

3.2. 提言 

卸売業の CSV、CSR 調達を更に普及・発展させるため、以下の提言を行う。 

一つ目は「消費者の理解促進、意識改革」である。前述の通り、社会や消費者のニーズに対応するこ

とが企業活動の基本となる。卸売業単体でメーカー・小売業を動かすことは難しくとも、世論の形成を

通じて訴える、ということはできるだろう。 

短期的には時間と労力のかかる活動であるが、長期的にはサプライチェーンの意識改革につながり、

CSR 調達においても主導的立場となれるため、卸売業のプレゼンスは確実に向上する。具体策としては、

小売機能の取り込み、子会社・関連会社または各地域の小売店との協力などが挙げられる。単発の行事

でなく、継続的に消費者が情報と接触できる環境を整備することがポイントとなる。 

二つ目は「業界内の協力体制構築」である。中でも調達方針や認証等の統一が求められる。行動指針

の評価基準や、認証機関、ロゴマークが複数存在すると、一つひとつの訴求力が弱まるため、認知度は

向上せず、消費者はその正当性に疑問を持つ可能性がある。 

業界内の合意形成においては業界団体が不可欠である。日本の卸売・商社の業界団体として「一般社

団法人 日本貿易会」があり、当法人設立の「特定非営利活動法人 国際社会貢献センター」を通じ、国

際社会貢献活動および CSR を行っている。しかし、卸売・商社の OB・OG などの個人の活動がメイン

で、業界全体で取り組む動きは見えない。卸売業が団結し、社会課題の解決に本業を通じ向き合う姿勢

を示す意義は非常に大きい。団体として行動することで、サプライヤーに対し発言力が増し、活動の実

効性も向上、非倫理的な企業を市場から排除するという効果をも見込める。 

理論編で、卸売業の強みは「情報力」だと論じた。しかしそれは、情報の“収集”におけるもので、“発

信”はまだまだ発展途上である。BtoB 企業であることを免罪符とせず、蓄積された情報から課題を素早

く的確に見出し、サプライチェーンの調達リスク削減を目指す、いわば“調整力”なるものが、今後の

卸売業に必要だと考える。 

これは冒頭にて紹介した、業界が直面する「卸売業の存在意義低下」という課題への挑戦とも言える。

メーカーや小売業を巻き込み、サプライチェーン全体の意識改革を主導することは、「卸売業の生き残り」

という経済的価値と、「調達においての社会問題解決」という社会的価値の両立を実現する、まさに CSV

である。
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おわりに 

 

論文を執筆するなかで、BtoB 企業であることから、CSR の公開や発信に対して卸売業はまだまだ消極

的であるように感じた。分析した事例でも、資金面や人員面で余裕があり、CSR レポートやホームペー

ジの内容が充実している大規模な卸売・商社ばかり対象としたきらいはある。 

しかし、CSR に取り組む卸売業は年々増加傾向にあり、CSR 調達などの、本業により近い形である

CSV の実現を目指す動きも見られた。サプライチェーンの中間に位置することから、生産者や消費者の

問題意識をいち早く感じ取り、その解決への提案を行う企業は決して少なくない。メーカーや小売業な

どのサプライチェーンの各段階へ倫理的取引の意識を喚起、または他業界の機能を取り込む等の主体性

が感じられる動きもある。また、大企業が率先し対応することで、中小企業の意識改革につながる可能

性もあるだろう。 

 

CSR 調達、CSV 実現などの CSR の新たな動きは世界的な潮流であるとともに、今後の発展が確実に

期待される分野である。しかし日本の対応はこれからだ。問題や取組に対し認識を深めることは、その

流れを加速させると考える。消費者として、そして社会人として、CSR に対し意識・関心を高く持ち続

けて行きたい。 

 

末筆ながら、本論文を作成するにあたり、ご指導ご鞭撻を賜った高浦康有准教授に深謝申し上げる。

また、議論を通じて多数の示唆を頂いた、高浦ゼミの皆様にも、感謝申し上げる。
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